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特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成６年政

令第３０８号）の一部改正に伴い、広く国民の皆様から御意見をお聞きする

ため、１１月２日（火）から１１月１５日（月）まで、郵送、電子メールに

より意見の募集（パブリック・コメント手続）を行います。

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書上の義務であるオゾン

層破壊物質の削減スケジュールを遵守するため、また、特定用途に用いるための

オゾン層破壊物質の生産期限を延長するため「特定物質の規制等によるオゾン層

の保護に関する法律施行令」の一部改正を行います。ついては広く国民の皆様か

ら御意見を頂きたく、以下の要領で意見（パブリックコメント）の募集を致しま

すので、忌憚のない御意見をお寄せいただきますようお願い申し上げます。

皆様から頂きました御意見につきましては、標記の一部改正における参考にさ
せていただきます。
また、頂いた御意見に対する個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願

います。

添付資料

・御意見募集要項

・特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部改正につ

いて（概要資料）


